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【
国
民
年
金
保
険
料
額
が
変
わ
り
ま
す
】

　

平
成
30
年
度
の
保
険
料
額
は
月
額

１
６
，
３
４
０
円（
前
年
度
比
１
５

０
円
減
）で
す
。

　

割
引
の
あ
る
前
納
制
度
を
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

【
学
生
納
付
特
例
制
度
】

　

20
歳
以
上
の
か
た
は
必
ず
加
入
し

て
い
た
だ
く
の
が
国
民
年
金
で
す
が
、

「
学
生
な
の
で
収
入
が
な
く
、
国
民

年
金
保
険
料
を
払
う
の
が
難
し
い
」

と
い
う
か
た
の
た
め
に
、
社
会
に
出

て
か
ら
後
払
い
で
き
る
制
度
で
す
。

 

・
対
象
と
な
る
か
た

　

 

各
種
学
校（
海
外
の
大
学
な
ど
、

対
象
と
な
ら
な
い
学
校
も
あ
り
ま

す
）で
１
年
以
上
の
課
程
に
在
籍

し
て
い
る
か
た
で
、
前
年
所
得
に

よ
る
制
限
が
あ
り
ま
す
。

 

・
承
認
さ
れ
る
と

　

 

10
年
間
ま
で
納
付
が
猶
予
さ
れ
、

そ
の
間
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付

（
追
納
）す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

猶
予
さ
れ
た
期
間
は
年
金
の
受
給

資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
申
請

を
せ
ず
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
す

る
と
、
け
が
や
病
気
に
よ
る
障
害
や

死
亡
と
い
っ
た
不
測
の
事
態
に
年
金

が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

・
承
認
期
間

　

 

申
請
時
点
か
ら
２
年
１
か
月
前
ま

で
の
期
間
に
つ
い
て
さ
か
の
ぼ
っ

て
申
請
で
き
ま
す
。
複
数
年
度
の

申
請
を
す
る
場
合
は
、
年
度
毎
に

１
枚
の
申
請
が
必
要
で
す
。

 
・
申
請
に
必
要
な
も
の

　

 
学
生
証
や
在
学
証
明
書
ま
た
は
終

業
期
限
が
１
年
以
上
の
過
程
で
あ

る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

納
付
猶
予
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年

金
の
受
給
資
格
期
間（
最
低
10
年
以

上
）に
は
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
追
納

し
な
い
と
年
金
受
給
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
。
追
納
す
る
保
険
料
に
は
、

経
過
し
た
期
間
に
応
じ
て
加
算
額
が

上
乗
せ
さ
れ
、
経
過
期
間
が
長
い
ほ

ど
加
算
額
が
高
く
な
り
ま
す
。 

問
合
せ   

秩
父
年
金
事
務
所　
　
　

☎
27-

６
５
６
０

　
　
　   

町
民
生
活
課　
　
　
　
　

保
険
年
金
担
当　
　
　
　

☎
62-

１
２
３
２

20
歳
に

な
っ
た
ら

国
民
年
金

期　間　４月２日（月）～５月31日（木）
時　間　午前８時30分～午後５時15分
　　　　※閉庁日を除く
場　所　税務課（⑦番窓口）
手数料　無料
対　象　 土地価格等縦覧帳簿
　　　　　土地の固定資産税納税者
　　　　 家屋価格等縦覧帳簿
　　　　　 家屋の固定資産税納税者
持ち物　 運転免許証など納税者本人を確認でき

るもの

　平成30年度の土地・家屋にかかる固定資産税
は、平成30年１月１日の現況によって課税され
ます。
　土地・家屋価格等縦覧帳簿は、この現況によ
る評価額などが記載されています。
　この機会に、ご自分の固定資産が適正な評価
であるか確認してください。

問合せ　税務課　課税担当　☎62-1461

土地・家屋価格等
縦覧帳簿の縦覧 ふるさと納税の返礼品

を募集します

　町では、ふるさと納税（町に対する寄附金）
をいただいたときに、お礼に特産品をお届け
したり、実際に足を運んでもらえるよう、施
設などのサービス利用券をお送りしています。
　町内の商業活性化とふるさと納税の充実の
ために、随時、返礼品を募集しています。
町内事業所などの皆さんのご協力をお願いし
ます。
　なお、応募にあたっては募集要項を定めて
いますので、詳しくは下記までお問い合わせ
ください。

対　象　 町内に事務所、事業所を有する企業、
団体

問合せ　総務課　財務担当　☎62-1231


